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重 要 事 項 説 明 書 
 

 
あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えうる介護予防支援業務及び介護予防ケ

アマネジメント業務（以下、「介護予防支援等」といいます。）について、契約を締結する前に
知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれ
ば、遠慮なく質問をしてください。 
 
 この「重要事項説明書」は、「高槻市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年高槻市条例第 72号以下、

「条例」といいます。）」第 7 条及び「高槻市介護予防ケアマネジメント実施要綱（以下、「実

施要綱」といいます。」第７条の規定に基づき、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 
 
１ 介護予防支援等を提供する事業者について 

事業者名称 社会福祉法人 恭生会 

代表者氏名 理事長    飯田 稔 

本部所在地 
（連絡先） 

高槻市宮野町 2番 17号 
電話 072-660-2727 
FAX 072-660-3601 

 
２ ご利用者への介護予防支援等の提供を担当する事業所について 
（１） 事業所の所在地等 

事業所名称 五領・上牧地域包括支援センター 

介護保険 
指定事業者番号 

高槻市指定 2700900026号 

事業所所在地 
高槻市井尻 2丁目 37番 8号 
総合福祉施設和朗園内 

連 絡 先 
電話 072-660-3100 
FAX 072-660-3601 

事業所の通常の 
事業実施地域 

高槻市指定の地域 

 

（２）事業の目的および運営方針 

事業の目的 

 

要支援者等からの相談に応じて、本人やその家族の意向等を基

に、介護予防サービス及び第１号事業（以下、「介護予防サービス等」

という。）を適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作

成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サー

ビス事業者及び指定第１号事業者等（以下、「指定介護予防サービス

事業者等」という。）との連絡調整等その他の便宜の提供を行うこと。 



（R7.7.1） 

 

2 
 

運営方針 

 

 

 

 

①利用者が要支援状態になった場合においても、その状態の軽減ま

たは悪化の防止に資するよう、また利用者が可能な限りその居宅に

おいて、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した生活を営む

ことができるように配慮したものとします。 

②介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高

め、利用者による主体的な取り組みを支援します。 

③利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。 

④利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者

自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、

多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行い

ます。 

⑤利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利

用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介

護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立

に行います。 

⑥利用者は、介護支援専門員（以下、「担当者等」という）に対

して複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めること

や、担当者が介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防

サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができ、それ

について適切に配慮し対応します。 

⑦事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、医療機関、他

の居宅介護支援事業者、第１号事業者、介護予防サービス事業者、

介護サービス事業者等との連携に努めます。 

⑧市町村で実施する地域支援事業及び介護給付と連続性および一

貫性をもった支援を行います。 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から土曜日 

営 業 時 間 午前 9時から午後 5時まで 

 

（４）事業所の職員体制 

事業所の管理者  保健師  椿 和美 

職   種 職 務 内 容 形態 人員数 

主任介護支援専門員 指定介護予防支援等の提供等 常勤 1名以上 

保健師 指定介護予防支援等の提供等 常勤 1名以上 

社会福祉士 指定介護予防支援等の提供等 常勤 1名以上 

介護支援専門員 指定介護予防支援等の提供等 常勤・非常勤 2名以上 

事務員 事業所内の事務業務等 非常勤 1名 
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３ 介護予防支援等の内容、利用料・その他の費用について 
 
介護予防支援等の 
  内   容 
 

   
提供方法 

 
 

 
介護保険 
適用有無 
 

 
1 ヵ月あたりの
料金  

1 ヵ月あたりの利用料

（介護保険適用の場合
の利用者負担） 

①介護予防サービ
ス計画の作成 

 
 
別紙に掲げる
「介護予防支
援業務及び
介護予防ケア
マネジメント業
務の実施方
法等につい
て」を参照くだ
さい。 

 
 
左の①～⑦
の内容は、
介護予防支
援等の一連
業務として、
介護予防給
付又は第１
号事業支給
費の支給の
対象となるも
のです。 

介護予防支
援費又は、介
護予防ケアマ
ネジメント費 
4,791円 

 
初回加算 
 3,252円 
 
委託連携加
算 
3,252円 
 

 
 
介護予防給付又は
第１号事業支給費
の支給の対象となる
場合には、利用料を
支払う必要がありま
せん。 
 

②介護予防サービ
ス事業者等との
連絡調整 

③サービス実施状
況把握、評価 

④利用者状況の把
握 

⑤給付管理 

⑥要介護(支援) 
認定申請及び事
業対象者の手続
きに対する協力、
援助 

⑦相談業務 

 
４ その他の費用について 

 交 通 費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費

の実費を請求いたします。 
 
５ 利用者の居宅への訪問頻度のめやす 

担当者等が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度のめやす 

利用者の要支援認定有効期間中、概ね ２～８ 回程度(３ヵ月に 1回) 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や介護予防支援等
の業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、事業者が使用
する担当者及び他の従業者、または計画原案作成等の委託を受けた居宅介護支援事業所
に所属する介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。また、上記の訪問
以外に、特段の事情がない限り、利用者に対する電話連絡を行います。（月 1回程度） 

 

６ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 
利用料、その他の費用の請求 
 
 
 
 
 

ア 利用料、その他の費用は利用者負担のある支
援業務提供ごとに計算し、利用のあった月の合
計金額により請求いたします。 

イ 請求書は、利用明細を添えて利用があった月
の翌月 10 日頃までに利用者あてにお届けしま
す。但し、請求額のない月はお届けしません。 

利用料、その他の費用の支払い 
 

ア 利用者負担のある支援業務提供の都度お渡し
する利用者控えと内容を照合のうえ、指定され
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た請求日までに、下記のいずれかの方法によ
りお支払ください。 
（ア）事業者指定口座への振り込み 
（イ）利用者指定口座からの自動振替 
（ウ）現金支払い 

イ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡
ししますので、必ず保管をお願いします。 

※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から 2 ヶ月以上遅延し、さらに 

支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分を

お支払いただくことになります。 

 

７ 業務の委託について 

この説明中の「３ 介護予防支援等

の内容、利用料・その他の費用につ

いて」における業務の一部の委託に

ついて 

介護保険法第 115条の 23第 3項及び実施要綱
第 4 条第 1 項の規定により、居宅介護支援事業者
へ委託する場合があります。 

 

8 事故発生時の対応について 

担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援等の提供により事故が発生した場合に

は、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告

しなければならない。 

 

9 虐待の防止について 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待防止に関する責任者を選任 

   虐待防止責任者 ： 社会福祉士 橋本 禄子 

（２）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（３）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（４）その他虐待防止のために必要な措置 

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを高槻市に通報するものとする。 

 

10 介護予防支援等の実施等における留意事項 

利用者宅への立入について 事業者が指定介護予防支援等の実施および安
全衛生等の管理上必要があると認められる場合
は、事業者の使用する従業者が利用者の居宅内に
立ち入り、必要な措置をとる場合があります。 
ただし、その場合事業者及びその使用する従業

者は利用者のプライバシー等の保護について、充
分な配慮をしなければならないものとします。 

医療機関への介護支援専門員に

係る情報の提供について 

利用者が医療機関に入院した場合は、担当者等

の氏名、連絡先等を医療機関に提供して下さい。 
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医療機関への利用者に係る情報

の提供について 

担当者等は、指定介護予防サービス事業者等か
ら利用者に係る情報の提供を受けたときその他
必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
機能その他利用者の心身または生活の状況に係
る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同
意を得て主治の医師もしくは歯科医師、または
薬剤師に提供します。 

利用者の心身の状況等により特段

の配慮が必要な場合の取り扱いに

ついて 

利用者及びその家族と事業者が、指定介護予防

支援等の内容について介護保険法令、条例、実施

要綱その他の法令の定めるところに従い、協議の

上決定するものとします。 

 

11 秘密の保持と個人情報の保護について 
利用者及びその家族に関する秘密
の保持について 
 
 

 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提
供をする上で知り得た利用者及びその家族に関す
る秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後

も継続します。 

個人情報の保護について 
 
 
 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない
限り、サービス担当者会議において、利用者の個
人情報を用いません。また、利用者の家族の個人
情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を
用いません。 
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情

報が含まれる記録物については、善良な管理者の
注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止するものとします。 

守秘義務について 事業者及び事業者の使用する者は、正当な理

由がある場合を除き、事業所の業務に関して取得

した秘密、情報を漏らしません。また、その職を退

いた後も同様とします。 

 

12 介護予防支援等の業務に関する相談、苦情について 

（１）苦情処理の体制及び手順 
窓口について 
 
 
 

提供した指定介護予防支援に係る利用者及びそ
の家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓
口を設置します。（下段に示す【事業者の窓口】のと
おり） 

体制について 
苦情受付担当者：社会福祉士 橋本 禄子 
苦情解決責任者：管理者  椿 和美 

手順について 
 
 
 

①苦情の受付・記録を行い、管理者へ報告します。 
②利用者からの苦情内容の把握を行い、担当者及
び管理者が事実の調査と対応方法の検討を行
います。 

③迅速に改善策を立て、必要に応じて関係者への
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連絡調整を行いながら、改善策を実行します。 
④全過程を記録し、同様の問題が生じないよう従
事する職員で適宜確認します。 

【事業者の窓口】 
五領･上牧地域包括支援センター 

所 在 地 高槻市井尻 2-37-8 

電話番号 072-660-3100 

FAX 番号 072-660-3601 

受付時間 午前 9時から午後 5時まで 

【市町村の窓口】 
 （介護予防支援について） 
高槻市健康福祉部福祉指導課 

所 在 地 高槻市桃園町 2番 1号 

電話番号 072-674-7822 

FAX 番号 072-674-7820 

受付時間 午前 9時から午後 5時まで 

【市町村の窓口】 
 （介護予防ケアマネジメントについて） 
高槻市健康福祉部長寿介護課 

所 在 地 高槻市桃園町 2番 1号 

電話番号 072-674-7166 

FAX 番号 072-674-5135 

受付時間 午前 9時から午後 5時まで 

【公的団体の窓口】 
大阪府国民健康保険団体連合会 
 

所 在 地 大阪市中央区常盤町 1-3-8 

電話番号 06-6949-5418 

FAX 番号 06-6949-5417 

受付時間 午前 9時から午後 5時まで 
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１3 重要事項説明の年月日 

 

この重要事項説明書の説明年月日 

 

 

令和     年     月     日 

 

 

上記内容について、条例第 7 条及び実施要綱第 7 条の規定に基づき、利用者に説明を

行いました。 

 

事 
 

 

業 
 

 

者 

所 在 地 高槻市井尻２丁目３７番８号 

法 人 名 社会福祉法人 恭生会 

代表者名 理事長  飯田 稔              印 

事業所名 五領・上牧地域包括支援センター 

説明者氏名  

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所  

氏 名  

 

家族 

代理人 

住 所  

氏 名  

利用者と

の関係 
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（別 紙） 介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務の実施方法等について 
 
１ 介護予防サービス計画の作成について 
① 利用者の介護予防サービス計画書の原案作成の委託について、下記の者に委託し

ます。 
 
  
委託先事業者の名称                                        

 
 
委託先事業者の所在地                                       
 

 
② 事業者並びに委託先事業者（以下、「事業者等」）は、介護予防サービス計画の原案
作成に際しては、次の点に配慮します。 
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている
環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ 利用する介護予防サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定介護予
防サービス事業者及び指定第１号事業者等（以下、「指定介護予防サービス事業者
等」といいます。）に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

ウ 利用者は、事業者等に対して複数のサービス提供事業者等の紹介を求めること
ができます。 

エ 事業者等は、利用者に対して介護予防サービス及び第１号事業（以下、「介護予防
サービス等」といいます。）の内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導また
は指示を行いません。 

オ 利用者は、事業者等が介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス
事業者等の選定理由の説明を求めることができます。  

カ 事業者等は、介護予防サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービス
の提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

キ 介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主
体的な取り組みを支援します。 

ク 利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。 
③ 事業者等は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を
希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

④ 事業者等は、介護予防サービス計画の原案について、介護保険給付及び第１号事業
支給費の支給の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者また
はその家族に対して説明します。 
ア 事業者等は、利用者の介護予防サービス計画の原案への同意を確認した後、原案
に基づく介護予防サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

イ 利用者は、事業者等が作成した介護予防サービス計画の原案に同意しない場合に
は、事業者等に対して介護予防サービス計画の原案の再作成を依頼することができ
ます。 

 

 
２ サービス実施状況の把握、評価について 
① 事業者等は、介護予防サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定介
護予防サービス事業者等と継続的に連絡をとり、介護予防サービス計画の実施状況の把
握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定介護予防サービス事業
者等との調整を行います。 



（R7.7.1） 

 

9 
 

② 事業者等は、介護予防サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状
態を定期的に評価します。 

③ 事業者等は、利用者が要介護状態となった場合には、利用者へ居宅サービス計画を
作成する居宅介護支援事業所に関する情報を提供すると共に、利用者が選定した居宅
介護支援事業者に対して、利用者の同意を得た上で、利用者に関する情報を提供しま
す。 

 
 
３ 医療機関との連携強化について 

① 利用者が医療機関に入院した場合は、事業者および介護支援専門員の氏名、連絡

先等を医療機関に提供してください。 

② 事業者は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた
ときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心
身または生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主
治の医師もしくは歯科医師、または薬剤師に提供します。 

 
 
４ 介護予防サービス計画の変更について 

事業者等が介護予防サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者等が
介護予防サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者等と利用者双方の合意
をもって介護予防サービス計画の変更を、この介護予防支援等の業務の実施方法等の
手順に従って実施するものとします。 

 
５ 給付管理について 

事業者等は、介護予防サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作
成し、国民健康保険団体連合会に提出します。 

 
６ 要介護認定等の協力について 
① 事業者等は、利用者の要支援認定の更新申請、事業対象者の手続きおよび状態の変
化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

② 事業者等は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に
代わって行います。 

 
７ 介護予防サービス計画等の情報提供について 

利用者が他の介護予防支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の介護予防
サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、介護予防サービス計
画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 

 
８ 委託先事業者の選定等について 

居宅介護支援事業者へ介護予防支援等の業務を委託する場合には、当該業務の委
託を受けた事業者（以下、「委託先事業者」といいます。）は「高槻市指定介護予防支援事
業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（令和 26
年高槻市条例第 72号）」及び「高槻市介護予防ケアマネジメント実施要綱」の規定に基づ
き適正に実施します。また、委託先事業者の選定に当たって、事業者は利用者の希望を
可能な限り尊重します。 

 
 

 


